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作品募集中! 皆様のすてきな作品を募集しています。応募、お問い合せは埼玉県印刷工業組合事務局まで。奮ってご応募ください。

 緑響く
福田雅俊　　（株）アサヒコミュニケーションズ
東山魁夷の絵画を思い描きながら撮りました。

秩父市 雨乞山

 屋久島・ヤクスギランド
大谷純一　　三共印刷（株）

URL　　http://www.saipia.net/
E-mail   info@saipia.net

 夜明けの千手ヶ浜
片　香織　　（株）アサヒコミュニケーションズ
足元から見た景色が大好きです。

 津軽の夕暮れ
古杉正男　　（株）アサヒコミュニケーションズ
昔から夢に見た日本海に沈む夕日。

 青空のムコウ側
林　匡偉　（株）アサヒコミュニケーションズ
大きな夕日をバックに土手沿いを走る自転車が印象的でした。

 渋木理俊
（株）秀飯舎
1年前に買ってきた睡蓮の苗、
やっと花が咲きました。
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第17回  埼印工ウォーキング大会開催
　平成26年9月28日(日)、第17回埼印工ウォーキング大会が、国営武蔵丘陵森林公園に於いて開催されました。
まさに秋晴れで気分も最高、参加頂い
た200名の誰もが爽やかな笑顔に包ま
れていました。
　しかし、この時期面倒なのがヤブ蚊。
特に今年は、デング熱騒ぎがあったた
め、蚊に対する恐怖心が強いのではな
いかと、虫よけスプレーを用意しまし
た。でも皆さんは、すでに準備万端で
長袖長ズボンの方が多かったようです。
　新井理事長の挨拶、佐藤実行委員長
の諸注意が終わり、理事長の号令で、
ドリンクを手にいよいよスタートです。
今年度は、中央口から北方面を周回し
てくる約５kmのコースです。

　出発はいきなり坂道。5～60ｍ登るだけなのに、もうつら
いし、先行きが不安…。でも徐々に楽になり、気持ち良くな
るから不思議。身体は確実に運動を欲しています。
　毎年恒例になったチェックワード。最初の文字は「ニ」。次
が「シ」。ふた文字出てくるとあれやこれやざわめき始めま
す。特に子どもたちの声が飛び交う光景は、非常に楽しそう。
賢い子は、すでに答えを言い当てています。「ニシコリ圭で
しょ！」オレンジ色のポロシャツを着ているスタッフに解答
を聞き求めると、スタッフはとぼけて「ニシ国分寺じゃない
の？」と苦しい答弁。挙句は「大人はうそついちゃいけない
んだよ…」なんて言われる始末。
　こんなコミュニケーションがウォーキングを余計楽しくし
てくれて、あっという間にゴールイン。今年も全員「完歩賞」
を受け取り、それぞれ帰路につきました。ぜひ、来年も多く
の皆さん参加して下さいね。

天高く馬肥ゆる秋。休日を謳歌。

今年のチェックワードは ニ シ コ

新井理事長挨拶 佐藤実行委員長

飲み物を受け取ってスタートです

頑張って歩きます

秋を感じながらのんびり～♪

ファイト！

チェックワード見てます

ちょっと木陰でひとやすみ 初参加です

毎年ファミリーで参加してます 熊谷支部です

大宮支部です

お花の前で
ハイ！チーズ！

おみやげいただきました！
当たった～！

うれし～！

ヤッタネ！ ニッコリ

リ 圭
ケイ
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1.兵庫県と兵庫県印刷工業組合での書面での質疑応答
兵庫県の考え方

平成23年7月5日
組合員　各位
　兵庫県印刷工業組合事務局
県への要望書（著作権）に対する回答について（報告）
　組合では、3月上旬に印刷物の著作権に関する要望
書を、兵庫県中小企業団体中央会の協力を得て兵庫県
出納局管理課に提出いたしましたが、6月13日に口頭
で回答がありましたので、下記によりご報告申し上げ
ます。
　その回答は当組合の要望に沿った内容で、具体的な
措置も既に講じていただいております。
　なお、今後の取り組みとして、神戸市へは早急に要
望書を提出する予定ですが、他の地方公共団体等へ当
該要望書の提出をご希望される方は、所属する支部長
を通じて組合事務局にお申し出ください。
　要望書と資料を地方公共団体の担当課または申し出
のあった支部長もしくは組合員の方へ送付いたします。

記
　1　担当部署　兵庫県出納局管理課
　2　回答内容
　兵庫県出納局管理課の電子掲示板に次の内容のお知
らせを掲示し、職員に周知している。
　『印刷業者にデザイン・レイアウトの提供、イラスト
の作成、写真の準備をさせた場合、その著作権は一般
の商慣行や過去の判例では制作者である印刷会社に帰
属するものと認められています。このため、仕様書で
デザイン・レイアウトを「要」とした場合やイラストを
「作成」、写真を「業者準備」とした場合、「著作権は、県
に帰属する」とは記載できないとともに、著作権を所有
している業者に1者随意契約ができる場合を除き、同
じデザイン、イラスト、写真を他に用いることはでき
ません。』

2.埼玉県印刷工業組合から埼玉県への要望事項
埼玉県総務部入札執行課長様

平成23年9月1日
埼玉県印刷工業組合理事長　新井正敏

印刷物に係わる著作権に関する要望書
　日頃よりご指導いただきまして有難うございます。
また本年度より、見積合わせまたは入札において「県内
中小企業の育成」という観点から「所在地要件」を設定
していただきましたことに、深く感謝申し上げる次第
です。
　さて、現在使用されている埼玉県の印刷物の仕様書
には、「全ての権利は県に帰属する」という文言が記載
されていることがしばしばあります。また、時には、
「完成品のデータを納品すること」という条件が付いて
いることもあります。
　この点に関して当印刷工業組合と致しまして次の2
点を要望致します。
1．全ての原稿が県からの支給である場合は「全ての権
利は県に帰属する」という文言が入って当然ですが、
【一方、高いデザイン性を要求されるもの、イラスト
作成を含むもの或いは写真撮影を含むもの、等々、
の印刷物においては、この文言に代えて、「デザイ
ン・イラスト・写真等の著作物の改変・転用・増刷
に関しては業者と協議の上これを決定する」として
いただきたい。

2．印刷物の中間生成物であるデータ（完成品データ
を含む）に関しては、基本的にはデータは印刷会社
のものですから、「完成品のデータを納品すること」
の条件を付する場合には、完成品データの納品を要
請する合理的な理由を明らかにしていただきたい。
「納品された完成品データ」を元に増刷の入札或い
は見積合わせを実行することはしないでいただきた
い。

　ちなみに、兵庫県印刷工業組合からの情報によれば、
「印刷物に係わる著作権問題」に関して、兵庫県庁では
職員に対し次のように周知しているとのことです。
　「印刷業者にデザイン・レイアウトの提供、イラスト
の作成、写真の準備をさせた場合、その著作権は一般の
商慣行や過去の判例では制作者である印刷会社にある
ものと認められています。このため、仕様書でデザイ
ン・レイアウトを「要」とした場合やイラストを「作成」、
写真を「業者準備」とした場合、「著作権は、県に帰属す
る」とは記載できないとともに、著作権を所有している

業者に1社随意契約ができる場合を除き、同じデザイ
ン、イラスト、写真を他に用いることはできません。」
　我が国は、2002年7月「知的財産戦略大綱」を定め
て知的財産立国宣言をしました。「知的財産立国」とは、
発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにし、
ものづくりに加えて、技術、デザイン、ブランドや音楽・
映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、
すなわち無形資産の創造を産業の基盤に据えることに
より、我が国経済・社会の再活性化を図るというビジョ
ンに裏打ちされた国家戦略です。
　埼玉県に置かれましては、国の方針に則り知的財産
の一つである「著作権」を尊重され、当組合の要望しま
す上記2点にご理解をくださいますようお願い申し上
げます。以上

3.某地方自治体の考え方
注意！
イラストや写真などを県から支給する場合、その著作
権が県にあるのかをよく確認しましょう。既存の印刷
物からイラストや写真を転載する場合、その印刷物が
たとえ以前に自分の課（所）で作成したものであって
も、その著作権が県にあるとは限りません。以前に請
け負った印刷業者が作成したイラストは無断で転載す

組合のホームページをリニューアル!!
　９月よりホームページがリニューアルされました。それに伴い、８月21日（木）プレゼンテーション
が組合役員と青年部を中心に行われました。さらに組合員の皆様に活用して頂き、より良い情報をご提
供できるよう努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
　またスマホ、タブレットからも見られるよう対応しています。こちらのＱＲコードから
も埼印工のサイトにいけますのでお気軽にご活用ください。

日本印刷新聞（2014年9月1日発行）に掲載し
ていただきました。

　クライアントからデータの提供を求められた時の対応は実際にはなかなか厄介なものです。相手はお客様です
し、我々も著作権法に熟知しているわけではありませんし。しかし、基本的には財産の譲渡は有償であるものです
から、無償で譲渡することがないよう理論武装して対応しましょう。本件の例では、チラシのデザインは著作物で
あること、複製は著作者の了解を得ること、データを提供するのはHP使用に限る旨、地方自治体も公的には著作
権について法律を遵守する通達を出していること、などを伝えてはいかがでしょうか。
これからも皆様のご意見をいただき、それを発信していきたいと考える次第です。

ることはできませんし、仮に掲載されている写真が当
時、印刷業者が用意したレンタルフォトであったとす
れば、もちろん、県にその写真についての権利は無い
のです。
　ちなみに…『著作権』について「この印刷物に関する
著作権は県に帰属する…」といった条件を付す例をた
まに見かけます。または、条件を付さなくても県が発
注したものは当然、その著作権は県にあると考えてい
るかもしれません。しかし、著作権とはとても複雑で
す。たとえ県が原稿を用意したりレイアウトを概ね指
示したとしても、それを編集した印刷業者側には「編集
著作権」が発生します。また、原版や原版データなど印
刷物作成過程の「中間生成物」の所有権は一般的に印刷
業者にあると解されています。もちろん前述のとおり、
業者が当該印刷物用に撮った写真や作成したイラスト
の権利は業者にあります。これだけの権利を全て買い
取る対価はかなりの金額になると想定され、後でどう
使うか決まっていない場合に、取りあえず、権利を買
い取っておくといった行為は一般的な商慣行ではあり
ません。また、仮に買い取った場合でも、著作者人格権
に基づく「同一性保持権」という著作者に固有の権利が
あり、著作者に無断で改変することはできないとされ
ています。

著作権について考える！
　某組合員さんから、著作権について次のような相談が届きました。

「クライアントより、ポスター、チラシを製作から印刷まで頼まれ納品した。その後、ホームページ上にアップしたいと
のことで、HP用のPDFをサービスで提供。その後、そのデータを元に、印刷通販等の格安価格で増刷されたのを知る。
データ使用の連絡はない。製作費は頂戴しているが、著作権的にはそのデータをそのまま使用して違法ではないのか。
データに関しては、HP用の使用ということで無料で提供し、特に2次使用についての取り決めはしていなかったが、
HP以外での使用がある。今後このようなことがないためにどうしたらよいか。」

　著作権は（知的）財産権といっても目に見えませんし、クライアントも我々も十分な知識を持っていない
ので、時々このような問題がおこります。著作権は財産権ですから所有者はその価値を理解して、財産を正
しく守る必要があります。今回は、1.兵庫県と兵庫県印刷工業組合での書面での質疑応答　2.埼玉県印刷工
業組合から埼玉県に提出した要望事項　3.ある地方自治体の著作権に対する考え方、の3つの文書をお知ら
せします。皆様の参考にしてください。
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　平成26年7月4日（金）、関東甲信越静地区協議会が、
神奈川県主管によりローズホテル横浜で開催されまし
た。来年が埼玉県主管の為、新井理事長始め11名が出
し、分科会での話し合いも含め、全体会議、記念式典
などに参加しました。
　スタートは全体会議で、主管の神奈川県工組杉山理
事長の歓迎のあいさつに続き、全印工連島村会長があ
いさつを述べました。「営業利益は１～2％しか推移し
ていません。出版物も減り続けています。この2年、
1,000万円賦課金収入は減っていますが、事業費は減
らさずにやってきました。収入が減ると事業支出を
減らせばいいと考えるのではなく、『印刷道』発行、
アドビ、生命共済、CSR、クラウドバックアップ等そ
れぞれの委員化が収益を上げ黒字化を目指し、組合員
の期待に応えることが大事です。主な事業として、７
Keys・５Doorsのバージョンアップと啓発、環境では
ここ数年胆管ガン問題に費やしていましたが、グリン
プリンティング認定制度の普及、CSRの普及、啓発に
取り組みます。全印工連から発信する各事業に対して
理解と協力をお願いしたいと思います。」

関東甲信越静地区協議会　第62回年次大会開催 埼玉県印刷工業組合青年部　　　　　　　　　活動報告

　先ずは、午後６時
より大宮宇宙劇場に
て「印刷道ソリュー
ションプロバイダーへ
の深化・地域活性プ
ロモーター～街コンで
紐解く、地域活性ビ
ジネススキーム～」を
テーマに、弊会会員である株式会社豊翔の仁居社長に
よる講演会を行いました。
　仁居社長の地元である川越で開催されている街コン
を題材にして、街コンにおける地域活性をどの様に展
開しているのかを３つのキーワード①少子高齢化対策、
②地域経済の活性化を促進、③地域の宣伝、を軸に講
演して頂きました。

　仁居社長の熱のこもった話あり、笑いありの講演に、
参加者の皆さんは真剣に聞き入っていました。また、
講演後の質疑応答でも活発な意見が交わされました。
　その後、午後７時半より徳樹庵に場所を移し暑気払い
が開催されました。株式会社ア
サヒコミュニケーションズの新
井社長の乾杯の発声に始まり、
ここでも活発な意見が飛び交い
大いに盛り上がりました。埼京
印刷の惠社長の〆の挨拶では、最近の青年部の勢いは
素晴らしい、この勢いを埼玉県の印刷業の発展に繋げて
いこう、の言葉に参加者全員が気勢を挙げ閉会しました。
　その後は、参加者全員が暑気払いの盛り上がりのま
まに、夜の大宮の街に消えていきました。

（㈱協和テック　浅野貴之）

８月７日（木）　埼印工青年部の研修会及び暑気払いが開催されました

　青年部の意見交換会が９月12日（金）、ゴルフコンペが
13日（土）、伊香保で開催された。秋晴れに恵まれ、和気
あいあいと行われ、青年部の結束を誓い合いました。

9月12日(金)　青年部ゴルフコンペ、快晴の中開催される

そして今後の方針について熱
く語られました。途中、仁居
副会長より差し入れと宣伝を
兼ねた川越名物・コエドビー
ルが振る舞われ、埼京印刷の
屋上テラスで美味しい地ビー
ルをいただきました。
　その後、浦和駅付近の懇
親会場へ移動し、本格的なス
ペイン料理とお酒に舌鼓を打
ちながら、山梨と埼玉のメン
バーが熱く、そして楽しく交
流や情報交換を行いました。
帰りのバスの関係で早い時間の散会となってしまった
ものの、今後の山梨と埼玉の親交がこの交流会をきっ
かけにさらに深まることを予感させられる非常に有意
義な1日となりました。　　　（望月印刷㈱　望月　諭）

　まずは有限会社エスフィールドおよび株式会社舟戸
印刷紙工を訪問、製本工場の様子を見学し、各社の社
長からは会社の歴史や新事業であるオリジナルプリン
トショップ「えすぷり」の現状や今後の方針・目標に
ついてお話をしていただきました。
　続いて田中紙工株式会
社へ移動し、主にトレー
ディングカードの制作過
程を見学しました。メン
バー一同、外部に流出し
てはならない商品と情報
に対するセキュリティの
厳しさ、プロ意識の高さ
を目の当たりにし、積極的な質問と意見交換がなされ
ました。
　最後に株式会社埼京印刷の工場を見学し、惠監事か
ら会社の沿革や見える化の実施したことによる成果、

7月12日(土)　Y-ing(山梨情報メディア研究会)」のメンバーが埼玉の企業視察に来訪され、
青年部会メンバーでY-ingの皆さんをおもてなししました。

　場所を移して理事長会、経営・革新マーケティング
委員会、環境・労務委員会、組織・共済委員会、教育・
研修委員会、CSR推進専門委員会、官公需対策委員会
の分科会で、事業活動について議論され、各委員長か
ら報告がありました。
　記念式典で、協議会日暮会長からは「 『印刷道』ソ
リューション・プリバイダーへの深化」の実現に向け
た取り組みが確認されました。来賓挨拶、各県理事長
紹介に続き、退任役員感謝状贈呈があり、埼印工組か
ら副理事長を退任した櫻井豊喜監事が、感謝状を贈呈
されました。
　次期開催県紹介のコーナーでは、出席した11名が壇
上に上がり、新井理事長が「さいたま市での開催を予
定しています。多くの仲間とともに、印刷業界が歩ん
でいけるように期待しています。埼玉で皆様をお待ち
しています。」と挨拶しました。
　懇親会では、主管神奈川県の大川印刷大川社長を始
め、神奈川県内の経営者によるバンドO’ｚの生演奏で
会場を盛り上げました。また来賓の胸元のコサージュ
が、神奈川県花ヤマユリで印象的でした。

主幹　神奈川県工組　杉山理事長

日暮会長 神奈川県知事　黒岩氏

全印工連　生井専務理事 埼印工組　岩渕委員長分科会報告

埼印工組　参加者

アトラクション
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我が社の

ZOOM UP! 社員
すてき

　普段はなかなかお会いすることのない埼印工組合員の
事業所のすてきな社員の方をご紹介していただきます。
　第４回目は、株式会社秀飯舎さんです。

Vol.３ 株式会社 秀飯舎 

　昭和52年入社。仕事内容は、刷り上がった印刷物の
配送と社内の営繕です。社内設備のトラブルにもいつも
笑顔で対応してくれ、応急処置などではなくプロ並みの
修理で社内の困った！に心強い対応をしてくれます。
　社員の皆がより使いやすくなるように、そして作業が
より効率的にできるように様々な工夫を凝らした安部
さんお手製の仕様が社内のそこかしこにあり、豊富なア
イディアとそのフットワークの良さに社員皆頼りにし
ています。
　趣味は野球とダンス。野球チームには今でも時々参
加。ダンスはヒップホップやズンバなどのアップテンポ
な曲で踊るのが大好きで、笑顔がとても若々しく常に創
意工夫を考えているという安部さん。『生涯現役』という
言葉がぴったりです。これからも頼りにしてますよ。
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▼ 熊 谷 十 四 日 会 長良川鵜飼い見物の旅支部だより
　平成26年度恒例の旅行が、9月6日(土)・7日(日)
に行われました。男性10名、女性3名、大半が高齢
者のご一行様、晴天に恵まれ、相変わらず酒量は衰えず、
元気にいって参りました。
　初日の見物は美濃の梲(うだつ)の町並み、古い江戸
の町並みが保存されていて、美濃紙の集積地として栄
えた街で、財力を競って建てられた重厚な家の屋根の
両脇に付けられた梲、目的は隣家から火が燃え移るの
を防ぐために作られた防火壁だが、形の良さを競い、
その立派さが財力の象徴であったそうです。軒先には
馬を繋いだ柱や、石が残されていて、当時としては道
路の広さに驚かされた。一生うだつの上がらない印刷
屋が、立派な梲を見上げるのは何ともほろ苦さを感じ
させる。
　長良川の鵜飼いは、歴史も古く有名で期待は膨らん
だが、余りにも観光に特化され、がっかり。川岸に観
客を乗せた屋形船が数十隻並び、その前を6隻の鵜飼
い船が走り抜ける。船に引っ張られて、ついて行く鵜
の姿が滑稽であり、かわいそうでもある。食事をしな
がら待つ時間の長さからみれば、あっという間の出来
事でした。

埼玉県印刷工業組合　共済制度のご案内
　今年度は、埼印工組が共済キャンペーンの重点工組です。この機会に
ご加入をお願いします。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。
　※割安な掛金で組合員企業の福利厚生や経営安定に役立つ保証制度を
提供し、共済事業として配当金・交付金として組合に還元されています。

　2日目の見学は犬山城。織田信長の叔父、織田信康
が築城したと伝えられています。さほど大きくない城
ですが、木曽川のほとりの山の上に立つ天守閣の姿も、
城内から見上げる姿も実に美しい城です。４つある国
宝の１つで、松本城のような勇壮さは無く、戦う城と
いうより美しさに贅を尽くした城です。天守閣の中に
いた係員に「明治維新の時に国宝といわれる4つの城
の天守閣は何を基
準に取り壊しを免
れたのか」と聞いて
みましたが、それ
はわかりませんと
の返事でした。
　無事帰着、下山
祝いも盛大に行い、
ビールの飲みっぷり
も止まるところ知
らない。なんと元
気な老人クラブも
また来年が楽しみ
である。　（十四日会平成26年度旅行幹事　椎橋俊夫）

〈表紙写真解説〉撮影：柿沼和夫（三共印刷株式会社）毎年、長瀞から寄居までの間を歩く「ロングウォーク秩父路」で、
休憩のポイントになっている雨乞山での写真です。見晴らしがよく、昼食の場所になっています。行程は半分ほどの
ところですが、最長27ｋｍのコースでは、健脚な人たちが１日をかけて歩きます。

いざというときの
備え万全ですか？
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株式
会社 深谷カーボン
信頼と技術、ガッツなパートナー

ホームページ　http://www.ksky.ne.jp/~youichi/

〒360-0004　埼玉県熊谷市上川上952-5
電 話  048-520-1649　 FAX  048 -520-1410

バックカーボン・ナンバーリング印刷
カッターミシン・伝票丁合・セパレートワックス・減感加工


